
保育園等での未就園児の定期預かり事業

目 的 定期的な保育環境を提供することで、児童の他者との関わりによる子どもの健やかな成長を
図るとともに、要支援家庭の孤立化防止や定期的な見守りによる虐待の未然防止を図る。

スケ
ジュール ①実施園公募：５月～6月 ②受入準備：7～8月 ③受入開始：9月～

○要支援家庭の対応を進めていく中で見えてきた課題を踏まえ、国の「誰でも通園制度」の本格
実施（Ｒ8）に向けた受入施設・対象の拡大を検討していく。

軽度

危惧あり

育児不安

対象イメージ

標準子育て

中度

重度

虐
待
危
険
度

予算額 28,332千円 子育て支援課

利用概要 ○利用日数:週1日（半日～8時間）※利用時間数は個人ごとに設定可
○保育料:無償

相談･支援状況から支援を必要とする0歳6ヶ月~2歳児家庭

※利用見込：特定妊婦のうち10人程度対象者

実施施設

○区の公募等により要件を満たす施設を３園程度選定
（施設類型は問わない）

○園での受入数:週3人程度(１人あたり週１日×3ケース)
※様子を見て受入数･日数拡大を検討

資料３-２
子 ど も ・ 子 育 て 応 援 会 議
令 和 ６ 年 ２ 月 １ ４ 日
江 戸 川 区 子 ど も 家 庭 部

事業内容
・保育所等にて、未就園児に対して週１日程度の定期的な預かりを実施

・子どもの育ちに着目した支援計画を作成し、適切な保育を行う

・保護者に対して定期的な面談などを実施し、継続的な支援を行う


